
（仮称）万葉の里風力発電事業に係る特定環境影響評価審査書に対する 

知事意見と事業者見解 

 

知事意見 事業者見解 

１ 特定環境影響評価書の作成過程におい

て、項目及び手法の選定等に係る事項に新

たな事情が生じた場合は、必要に応じて選

定した項目及び手法等を見直すとともに、

追加的に調査、予測及び評価を行うなど適

切に対応すること。 

 

 評価書の作成にあたり、項目及び手法の

選定等に係る事項に新たな事情が生じた場

合には、適宜項目や手法等について見直し

を図るようにいたします。 

２ 調査及び予測に係る地点の選定、並び

に期間の設定等については、南相馬市の

復興計画等に配慮するとともに、その根

拠や妥当性をわかりやすく特定環境影響

評価書に記載すること。 

 

 南相馬市の復興計画等を踏まえ、調査及

び予測に係る地点や期間を設定し、その根

拠や妥当性とともに評価書に記載するよう

努めます。 

３ 環境影響の予測に当たっては、できる

限り定量的な手法を用いること。 

 

 できる限り定量的な手法で予測いたしま

す。 

４ 環境影響の評価に当たっては、できる

限り最新の知見を取り入れた手法により

評価すること。 

 

 最新の知見により評価いたします。 

５ 上記の措置を講ずるに当たっては、必

要に応じて関係機関等と協議すること。 

 

 必要に応じ、関係機関との協議を行いな

がら、上記の措置を講じてまいります。 


